
高知県再犯防止推進協議会設置要綱

（設置目的）

第１条 高知県における再犯防止に関する施策を推進するため、高知県再犯防止推進協議

会（以下「協議会」という。）を設置する。

（協議事項）

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 高知県再犯防止推進計画の推進に関すること。
(2) 高知県再犯防止推進計画の見直しに関すること。
(3) その他高知県の再犯防止の推進に関して必要な事項

（構成）

第３条 協議会は、別紙に掲げる機関及び団体の関係者（以下「委員」という。）で構成

するものとし、必要に応じて増減することができるものとする。

（任期等）

第４条 委員の任期は、２年間とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠又は増員

により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

（会長等）

第５条 協議会の会長は、委員からの互選によるものとする。

２ 協議会に会長の指名による副会長１名を置く。

３ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

（会議）

第６条 協議会は必要に応じて会長が招集する。

２ 第２条に掲げる協議事項のうち個別事項について協議する場合は、その事項に関係し

た委員を招集して会議を開催することができる。

３ 本会会長は、会議の必要に応じて参考となる人物を招聘することができる。

（秘密の保持）

第７条 委員は、協議会で知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用して

はならない。その職を退いた後も同様とする。

（事務局）

第８条 協議会の事務局は、高知県子ども・福祉政策部地域福祉政策課に置く。

（その他）

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、別に定める。

(附 則)
この要綱は、平成 30 年 11 月 14 日から施行する。

(附 則）

この要綱は、令和 2年 10 月 15 日から施行する。

(附 則）

この要綱は、令和 3年 1月 25 日から施行する。

(附 則）

この要綱は、令和 3年 8月 10 日から施行する。
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